
 

子ども・子育て支援対策調査 

特 別 委 員 会 情 報 連 絡 

 
 

令和３年４月２２日 
 

 

 

 

 

 

情 報 連 絡 事 項           頁 

 

（教育指導 部）なし 

（学校運営 部）なし 

（子ども家庭部） 

（１）区立保育園の一時保育拡充について・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（２）家庭的保育事業の認可手続き及び利用定員の確認について・・・・・・・・３ 

 

 

 

 

（ 教 育 委 員 会 ） 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会情報連絡 

令和３年４月２２日 

件 名 区立保育園の一時保育拡充について 

所管部課名 子ども家庭部子ども施設運営課 

内 容 

令和３年度から地域の需給バランスをもとに公立園の入所

定員を抑制し、抑制により生じた人員を活用して、下記のとお

り、一時保育時間を拡充する。 

１ 一時保育時間の拡充 

拡充前 

➡ 

拡充後 実施園 

１０時から１６時 

（実施園１４園） 

８時３０分から１７時 

（３園） 

千住あずま保育園 

中央本町保育園 

保木間保育園 

９時から１６時 

（11 園） 

伊興保育園 

大谷田第一保育園 

加賀保育園 

上沼田保育園 

辰沼保育園 

中島根保育園 

東綾瀬保育園 

東花畑保育園 

緑町保育園 

本木保育園 

本木東保育園 

２ 開始年月日 

令和３年４月１日 

問 題 点 

今後の方針 

実施園の拡大については、令和３年度以降の拡充による実績

等を分析したうえで検討していく。 

また、公立園は一時保育専用室が設置されておらず、老朽化

による施設更新時に専用保育室の設置を検討していく。 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会情報連絡一覧表 

 

件 名  内 容  日時及び場所 ＰＲの方法 

２ 家庭的保育

事業の認可手続

き及び利用定員

の確認について 

 

所管課 

【子ども施設入園課】 

 

児童福祉法及び子ども・子育て支

援法に基づき、家庭的保育事業の認

可手続き及び利用定員の確認を行っ

た。 

１ 認可理由 

認可要件として、職員配置や保

育室の面積基準のほか給食提供が

要件となっているが、このたび足

立区認定保育ママ６事業者が外部

搬入により給食提供を開始したた

め。 

２ 対象事業者 

（１）佐藤 志信 

   南花畑２－３１－１５－４０１  

   定員：２名 

（２）齋藤 泰江 

   江北３－４２－２ 

   定員：２名 

（３）小暮 知子 

   鹿浜６－５－６ 

   定員：３名 

（４）鈴木 晴美 

   江北７－１７－３３ 

   定員：２名 

（５）太田 佐知子 

   花畑３－３６－３ 

   定員：４名 

（６）小野田 惠理 

   梅田１－１６－６ 

   定員：３名 

３ その他 

今回をもって、全ての足立区認

定保育ママの認可手続きが終了と

なった。 

１ 認可年月日 

令和３年 

４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区ホームペー

ジで公開する

「保育ママ募集

人員表」におい

て認可事業者と

して掲載する。 
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